
イギリス・ドイツにおける建設アスベストの粉塵対策と代替化の展開（下）（杉本通百則） 43

イギリス・ドイツにおける建設アスベストの粉塵対策と
代替化の展開（下）

杉本　通百則ⅰ

　本稿ではイギリス・ドイツにおける建設アスベストの粉塵対策と代替化の要因について，建設アスベス
トを対象とした法的規制の展開，危険性の認識，粉塵対策・規制の実態，代替化の展開などの観点から考
察している。建設現場におけるアスベストの粉塵対策は，プレカット，移動式局所排気装置，作業場の隔
離，集塵器付き電動工具，湿式化，防塵マスクなどの総合的対策であった。そしてイギリスでは管理使用
が困難となり，粉塵対策にコストも掛かることからメーカーが自主的に使用禁止の方向へ転換し，またド
イツでは環境曝露の危険性から国家が主導的に使用禁止政策へと転換した。イギリス・ドイツにおける建
設アスベストの代替化は，建設作業を対象とした粉塵濃度規制を伴う粉塵対策の徹底・強化および実効性
の確保による必然的帰結である。
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止規定
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４　建設アスベストの代替化の展開
　イギリスにおける建設アスベストの使用禁止・代
替化は，法的禁止の前に産業界においてアスベスト
の代替が進展し，１９８０年代には使用実態がほぼなく
なっていたところに特徴がある。こうしたアスベス
ト製品の代替化の要因としては，第一に，１９６９年以
降のアスベスト粉塵濃度規制の導入と実効性の確保，
第二に，１９６９年以降の公的部門によるアスベスト建
材の自主的禁止，第三に，メーカーによる建設アス
ベストの自主的禁止，第四に，労働組合によるアス
ベスト代替化の要求，第五に，安全衛生庁によるア
スベスト代替化の推奨，第六に，建築物からの非職
業性（環境）曝露の問題が明らかになってきたこと
などが挙げられる。

（１）建設アスベストの代替化の展開
　イギリスにおける建設アスベストの使用量は，１９７３
年にピークの１０万７３００トン（輸入原料アスベストの
約６０％）であったが，その後１９８１年には３万６３５０ト
ン（同５０％未満）にまで減少しており（Department 
of the Environment １９８２），１９７０年代後半に建設ア
スベストの代替化が進展したと考えられる。
　建設アスベストの代替化の過程としては，吹き付
けアスベストが１９７４年に自主的に禁止され，それ以
降は代替化された。次いでアスベスト断熱材につい
ては，人工鉱物繊維断熱材が１９５０年代初めに導入さ
れ，１９６０年代中頃には中範囲の断熱材市場の大部分
を占めるようになった。またクロシドライト含有断
熱材は１９６０年代中頃まで，アモサイト含有断熱材は
１９７０年代中頃まで使用されていた。そしてアスベス
ト断熱板については１９７０年代中頃から代替化が進展

し，１９８０年には生産が中止され，完全に代替化され
た。さらにアスベスト断熱天井タイルについては
１９６０年代まで大量に使用されていたが，１９７０年代に
は代替化が進展した。一方，アスベストセメント製
品については，クロシドライト含有セメント製品が
１９６９年まで，アモサイト含有セメント製品が１９７６年
まで使用され，それ以降は代替化された。その後ア
スベストセメント波板は１９８３年末から代替化が進展
した（Department of the Environment Rev. １９８６： 
１２-１５）。
　代替品メーカーのファイバーグラス社（Fiberglass 
Limited）によると，「代替品は６０年ほど前から存在
し，開発が続けられてきたが，アスベスト市場全体
に顕著な影響を及ぼすのはおよそ２０年前からであ
る」（Health and Safety Executive １９７７： ７９）と述べ
ており，１９６０年代後半以降に代替品市場が拡大して
いくことがわかる。そして１９７０年代末には，「アス
ベストのほとんどの利用において，多くの場合ガラ
ス繊維やセラミック繊維の代替品を見つけることが
可能」（Pye １９７９）となっていた。
　ところで，アスベストの代替繊維には，主なもの
としてガラス繊維，セラミック繊維，ロックウール，
合成化学繊維（ポリビニル・アルコール，ポリアク
リロニトリル，アラミド，ポリイミド），セルロース
などがある（Department of the Environment Rev. 
１９８６： １２-１５）。１９７４年 に イ ギ リ ス 建 築 研 究 所
（Building Research Establishment）によりガラス繊
維強化セメント（GRC）が開発され，１９８１年にエタ
ニット（Dansk）社によりポリプロピレン繊維板が
開発されたという（Health and Safety Executive 
１９８６： ４４-４８）。
　なお，代替品の安全性については，１９７３年に実施
されたアスベスト板とアスベスト代替（ガラス繊
維）板の粉塵発生量の比較研究によれば，アスベス
ト板が２００本／cm3（約半分は呼吸性粉塵），代替品
が０.１本／cm3（大部分は非呼吸性粉塵）であったと
いう調査結果がある（Hill １９７７）。
　最後に，英国王立チャータード・サーベイヤーズ
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　（２）１９８０年代以降の建設現場におけるアスベスト
粉塵対策

４　建設アスベストの代替化の展開
　（１）労働組合運動による代替化の要求
　（２）アスベストセメント製品の代替化の要因
おわりに



協会（Royal Institution of Chartered Surveyors）の
調査によると，１９７６年時点におけるアスベスト含有
製品の代替によるコストへの影響は表９の通りであ
る。このように代替品の価格については，アスベス
ト製品と比較して低いものもあれば高いものもある
が，全体としてはこの頃には経済的にも代替可能で
あったことが示されている。

（２）建設アスベストの代替化の要因
①１９６９年以降のアスベスト粉塵濃度規制の導入と実
効性の確保
　このようなイギリスにおける建設アスベストの代
替化は，建設現場における粉塵濃度規制を伴う粉塵
対策の徹底・強化およびその実効性の確保による必
然的帰結である。１９６９年「アスベスト規則」により，
建設現場においても粉塵濃度規制が導入されたこと
で，許容濃度に対応するために多額の費用が必要に
なったこと，かつ建設現場のような工場外の請負工
事では粉塵濃度規制への対応が極めて困難であった
ことなどから，代替化に転換せざるを得なくなった
と考えられる。
　たとえば，１９６９年「アスベスト規則」案に対する
ロバーツ社のアセスメントによると，新規則の導入
により吹き付けアスベストの使用量は「規則を完全
に遵守することは基本的に実行不可能」であるため
に急減すると予測されている。法定基準を満たすに
は莫大な費用が必要である。工場は対処不可能な困
難ではなく許容濃度は実行可能であるが，工場外の
請負工事では許容濃度の達成は極めて困難になる。
「送気マスク」が唯一の解決策であるが，高価なだ
けでなく，ターナー&ニューウォール社に雇用され
ていない管理外の請負労働者に着用させることはほ
とんど不可能である。それゆえ同基準が適用されな
いノンアスベスト断熱材に転換するという趣旨のこ
とが述べられている（Bartrip ２００１： ２５６-２５８）。

②１９６９年以降の公的部門によるアスベスト建材の自
主的禁止
　イギリスにおける建設アスベストの代替化は，公
的部門や国営企業において率先して進められてきた。
海軍はすでに１９６０年代にアスベスト断熱材の代替化
を行っていた１０）。そして中央電力庁（Central 
Electricity Generating Board）は１９６９年に建物内の
全アスベストを禁止した。次いで環境省は１９７１年に
吹き付けアスベストを禁止し，１９７３年には建物内の
飛散性アスベストを禁止した。さらに郵政公社
（Post Office）は１９７５年に建物内の全アスベストを
禁止した１１）。その他，鉄道やガスなどの国営企業
においても，アスベスト製品の自主的禁止の動きが
広がっていったという１２）。

③メーカーによる建設アスベストの自主的禁止
　メーカーによる建設アスベストの自主的禁止措置
としては，まず１９７０年にメーカーは原料クロシドラ
イトの輸入を自主的に禁止し，１９６０年代後半または
１９７０年代前半以降に建材メーカーはクロシドライト
を自主的に禁止するようになった。そして１９７４年に
メーカーは吹き付けアスベストを自主的に禁止した。
また１９７６年には建材メーカーはアスベスト含有建材
に警告ラベルを自主的に貼付するようになった。さ
らに１９８０年にメーカーは原料アモサイトの輸入を自
主的に禁止した（Derricott １９７９： ３１３-３２０）。

④労働組合によるアスベスト代替化の要求
　イギリスにおいて，労働組合運動はアスベスト粉
塵対策の強化や使用禁止・代替化に対して少なから
ぬ影響を与えてきた。イギリス労働組合会議
（Trades Union Congress）は，１９７７年に「アスベス
ト諮問委員会」に対して，全てのアスベスト製品の
強制的代替のための計画表を提案し，代替可能でな
い場合には全ての種類のアスベストの許容濃度を
０.２本／cm3に引き下げることなどを要求した
（Health and Safety Executive １９７７： １１１-１１９）。ま
た１９７５年にはロンドンで５５０人の建設労働者がアス
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表９　アスベスト製品の代替によるコストへの影響（１９７６年第３四半期価格）

コスト比率代替品製品
０.９樹脂被覆鋼板屋根材
０.４亜鉛めっき鋼

ルーフデッキ ０.５アルミニウム
０.８木工
０.９樹脂被覆鋼板外壁被覆材
１.５鋳鉄樋
１.０アルミニウム

　軒樋
１.２５PVC

２.０アルミニウム
　箱樋

２.０亜鉛めっき鋼
０.６５軽量鉄骨

煙管 １.６５鋳鉄
３.０エナメル鋼
１.０５PVC

排水管（１５０mm）
１.０５粘土
２.５鋳鉄
４.７鉛添加鋳鉄
１.２コンクリート排水管（３００mm）
０.８PVC

雨樋（１００mm） １.３アルミニウム
１.６鋳鉄
２.０鋳鉄送水管（主管）
１.０５プラスチック

貯水槽（５０ガロン） １.２亜鉛めっき鋼
１.５５ガラス繊維強化樹脂
０.９５ガラス繊維パイプ用成形断熱材
１.１５アスベストフリー

隔壁・天井用
　断熱・防火ボード

０.８スキム被覆石膏板
１.６５エキスパンド鋼・３回塗付石膏
０.７ガラス繊維強化樹脂板
１.７レンガorコンクリート裏地吸音プラスター

吸音材
２.１５石膏板・吸音プラスター
２.７エキスパンド鋼・吸音プラスター
０.６亜麻ボード
１.２５合板ダクト
１.２ビニル

床タイル
１.７コルク
２.５ゴム
１.４リノリウム
１.２５～カーペット

出所：Health and Safety Executive（１９７７： ９６－１０３）より作成。



ベストの使用中止を要求してストライキに突入した。
そして１９７７年にもイーストロンドンの建設労働者が
アスベストフリーの確約を求めてストライキを実施
した（ホルダー １９９８： １２）。

⑤安全衛生庁によるアスベスト代替化の推奨
　雇用省は１９６０年代から，とりわけ危険性の高い吹
き付けアスベストや断熱材，クロシドライト含有製
品を中心にアスベストの代替化を推奨してきた。そ
して安全衛生庁は，アスベスト諮問委員会の最終報
告書の勧告を受けて，１９８６年に『アスベスト製品の
代替化』と題する報告書を出版した。これはアスベ
ストの代替品に関する包括的な調査報告書で，製
品・用途ごとに解説がなされており，巻末には当時
のアスベスト代替品の供給メーカーの一覧（全６６２
社）が掲載されており，実務的に利用できるように
なっていた（Health and Safety Executive １９８６： ５１-
７４）。
　なお，イギリスにおいても１９６０年代には「建築規
則」のなかの要件としてアスベスト建材の指定があ
ったとされるが１３），遅くとも１９８５年の「建築規則」
（Building Regulations １９８５）においては，建築物の
性能要件として全てのアスベスト建材の使用を要求
していない（Department of the Environment Rev. 
１９８６： ７）。

⑥建築物からの非職業性（環境）曝露の問題
　前述のように，安全衛生庁は１９７６年に建築物の所
有者および使用者に向けて「建物の吹き付けアスベ
スト被覆からの健康リスク」を刊行し，建物の所有
者・使用者に吹き付けアスベスト被覆の位置と種類
を確定し，リスクに応じた適切な処置を取ることを
勧告している。すなわち，遅くともこの頃には作業
員だけではなく，建物の使用者にも危険が及ぶこと
が明らかになっていたことがわかる。また１９７５年に
は『The Times』紙のなかで，ヘブライ大学の非職
業性曝露による中皮腫の研究に言及しながら，アス
ベストの環境汚染の危険性について指摘している

（Times Staff Reporter １９７５）。その他，学校，教育
施設，公営住宅，劇場，TVスタジオなどの公共施設
におけるアスベスト粉塵濃度の測定（１０mg／cm3以
下）や（Le Guen & Burdett １９８１），様々な建築物か
らのアスベスト繊維濃度の測定（概算で０.４本／リ
ットル）などの調査報告もあり（Department of the 
Environment Rev. １９８６： ９），建物からの環境汚染に
ついても目が向けられていたことがわかる。

Ⅱ　ドイツにおける建設アスベストの粉塵対策
と代替化の展開

１　建設アスベストを対象とした法的規制
　ドイツにおけるアスベスト関連法制は，労災保険
組合による災害防止規定，連邦政府による労働保護
法（危険物質規則），環境汚染防止法，廃棄物法，州
政府による建築法（アスベスト指令）から構成され
ている。
　ドイツにおける建設アスベストを対象とした法的
規制は，労災保険組合による自治法として戦前は
１９４０年から，戦後は１９６６年から粉塵対策の規制がな
され，１９７３年からは濃度規制を伴う粉塵対策が導入
され，１９７６年，１９７９年に強化された。そして１９８１年
からはアスベスト使用禁止（代替化）政策に転換し，
代替期間には集塵器付き電動工具を始めとした使用
工具の規制（安全規則）がなされた。その後，１９８６
年，１９９０年，１９９１年と使用禁止範囲が拡大され，最
終的には１９９３年にアスベストの全面禁止がなされた。
　ドイツでは１９３０年代中頃から職業病対策としてア
スベスト粉塵対策が開始され，１９４０年には当時の医
学的および工学的知見の集大成として，「アスベス
ト加工企業における粉塵の危険の撲滅のためのガイ
ドライン」が発表され，アスベスト加工業全体を対
象とした包括的で具体的な公的規制がなされた。そ
して戦後も，１９５０年代から労災保険組合による一般
的な保護規制や，業種や職種ごとに，あるいは地域
や分野（特定の作業・設備等）ごとに個々の規制が
存在しており，１９６６年にはアスベスト粉塵を対象と
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した連邦・中央レベルの本格的な規制として「アス
ベスト加工企業における粉塵の危険に対する防護措
置」が制定された。そして濃度規制を伴う粉塵対策
に強化されたのは１９７０年代からである。

（１）戦前のアスベスト粉塵規制
　帝国労働省は，当時の医学的および工学的知見を
背景として，１９４０年に「アスベスト加工企業におけ
る粉塵の危険の撲滅のためのガイドライン」（災害
防止規定）を発表した。本ガイドラインはアスベス
ト粉塵の危険に曝された被保険者のいる企業・作
業・設備に適用され，建設アスベストも規制対象と
なっていた１４）。

（２）戦後のアスベスト粉塵規制の展開
　労災保険組合は，災害防止規定の「一般的規則」
（VBG １）の第３５条２項の実施規定に基づき，１９６６
年に「アスベスト加工企業における粉塵の危険に
対する防護措置」を制定した。その概要は以下の
通りである（Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften １９６６）。

「アスベスト加工企業における粉塵の危険に対する

防護措置」

１．０　一般的措置

１．１　粉塵の発生する全ての作業工程において，粉

塵は効果的に吸引除去される。経営（操業）的ま

たは地域（場所）的な状況からそれが可能でない

場合は，その作業の際に危険に曝された人員に呼

吸用保護具は使用される。

１．２　吸引された空気は除塵機を通して粉塵が取り

除かれる。排気が労働環境に戻される場合（換

気）は，事実上無塵に。戻る空気の粉塵濃度は監

視される。屋外への排気は誰にも迷惑をかけたり

健康に害を与えたりしない程にきれいにして運ば

れる。

注）換気は粉塵評価値Fが１０より小さい場合に事

実上の無塵として判断される１５）。
１．３　除塵機の前後の主配管には圧力差の検査のた

めの測定装置を取りつける。配管は容易に清掃さ

れうるように設置（調節）される。

１．４　追加空気（新鮮空気）と戻る空気は上から下

への空気の運動を発生させ粉塵の舞い上げを避け

るように作業環境に導入される。追加空気と戻る

空気の量は作業環境にわずかな負圧が発生するよ

うに量定される。

１．５　アスベスト粉塵が堆積しうる作業場は可能な

限り短い間隔で就労時間外に適切な集塵機で清掃

される。作業場は乾燥なしに掃かれる。

１．６　ゆるい（固定・密着していない）開かれた（分

離された）アスベストは可能な限り人手ではなく，

適合した機械的または空気的コンベヤ装置により

運搬される。

１．７　すぐに加工されない飛散性の原料アスベスト

およびすでに開かれたまたは混合された物質は，

その他の作業空間に特別な隔離された部屋で貯蔵

される。

１．８　アスベストの開綿と混綿の機械設備（たとえ

ば粉砕機，フレット，開綿機，混綿機，開繊機）

は被覆され，吸引機を備えつけられる。原料供

給・投入部分は別々に除塵装置と接続される。

１．９１　技術的措置により粉塵の発生を防止しえない

作業の際は，作業中の人員に防護等級Ⅱaの呼吸

用保護具が使用される。

１．９２　使用後は呼吸用保護具を特別な部屋または防

塵の密閉可能な容器に保管される。

１．９３　被雇用者は呼吸用保護具の取り扱いと手入れ

についての情報を与えられる。

２．０　アスベスト紡績の加工の際の追加的措置（省

略）

３．０　アスベスト含有物質（アスベストセメント，

アスベスト厚紙，ブレーキライニングなど）の加

工の際の追加的措置

３．１　仕上げや加工（たとえば鋸で切る，研磨，回転

（ねじる），穿孔，やすりで磨くなど）は乾式の部
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分においては十分な粉塵の吸引のもとでのみ行わ

れる。

４．０　除塵装置の有効性の検査

４．１　作業環境の粉塵濃度の測定および除塵装置の

信頼性の確認は可能な限り短い間隔で定期的にな

される。

４．２　技術的措置の有効性を確認するため，事業主

は技術的設備の全ての重要な変更や新設の前に労

災保険組合と連絡をとる。

５．０　被雇用者の雇入時および定期健康診断

５．１　事業主は労災保険組合の指図に従って被雇用

者に雇入時の医学的検査および定期的な再検査を

実施する義務を負う。

６．０　未成年者の雇用

６．１　１８歳未満の未成年者が健康に害のある粉塵に

曝されている作業に従事することは，災害防止規

定の「一般的規則」（VBG １）の第１８条１項の趣旨

から判断して不適当である。

　先に述べたように，遅くとも１９７０年代初頭には
アスベスト粉塵の低濃度曝露による発がん性が国
際的知見として確立されてきた。こうしたなか労
災保険組合は，アスベスト粉塵からの労働者の保
護および労働環境の改善を目的として，１９７１年に
「健康に危害を及ぼす鉱物性粉塵からの保護に関す
る災害防止規定（VBG １１９）」を制定し，１９７３年４月
から施行した（Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften １９７３a）。本災害防止規定は
全１９条から構成されており，アスベストの技術標準
濃度（TRK）の導入と粉塵濃度の測定・評価・改善
（第４条），技術的粉塵防護措置として局所排気装置
の設置等（第５条），呼吸保護具（第６条），除塵
（第７条），保守・管理（第９条），労働衛生的予防検
診として就業前および定期健康診断の実施と報告等
（第１０～１４条），健康カルテと医学的証明書の保管
（第１７条），処罰規定（第１８条）などが義務づけられ
ている。
　またVBG １１９の第７条の実施規定として，１９７３年

６月の「健康に危害を及ぼす粉塵の分離のための設
備：有効性の要求」において，小型除塵機，工業用
粉塵吸引機，移動吸引機の性能要件について定めら
れている。分離性能の要求として，使用するフィル
ター物質の通過度が１.０％未満（最大作業環境濃度
が０.１mg／m3超の場合），または０.５％未満（最大作
業環境濃度が０.１mg／m3以下の場合）の性能を求め
ており，検査方法はDIN ２４１８４の「有害物質フィル
ターの型式検査」によるとしている。さらに小型除
塵機の要求として，流量の制限（空間容量×換気回
数の１０％）やフィルター面積負荷比の制限（０.０３３ 
m3／m2秒以下），工業用粉塵吸引機の要求として，
内部フィルター使用の際の事前分離器の取り付け，
移動吸引機の要求として，圧力差（負圧）の制限
（５０N／m2未満）などの操業技術的・構造的要件が
規定されている（Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften １９７３b）。
　その他，災害防止規定（VBG １１９）の第４条の実
施規定として，１９７７年４月の「健康に危害を及ぼ
す鉱物性粉塵の測定および評価に関する規則」
（　　Hauptverband   der   gewerblichen 
Berufsgenossenschaften １９７７），第６条１項の実施
規定として，１９６６年５月のドイツ工業規格の「呼
吸装置の区分：呼吸保護具」（Deutsches Institut 
für Normung １９６６），１９８１年からの「呼吸保護具
説 明 書」（Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften １９８１），さらには第８条１
項の注釈として，１９７３年１２月（初版は１９６６年５月）
のドイツ技術者協会の「作業場における粉塵の撲滅
（基準）」（Verein Deutscher Ingenieure Rev. １９７３）
などにおいてそれぞれ詳細が規定されている。
　そして，建設現場におけるアスベスト粉塵対策
として使用される集塵器付き電動工具を始めとし
た粉塵抑制工具については，１９８０年１０月の「アスベ
ストセメント製品の加工用工具のための安全規則」
（VBG １１９の第５条２項３号の実施規定５文の安全
規則）により，労災保険組合労働安全研究所による
検査証明書付きの工具の使用が義務づけられた。
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このなかで粉塵抑制工具の技術的要求として，所
定の検査方法（検査台，測定装置，工具，吸引装置，
試験物質，試験回数・時間，測定評価等）にて，
濃度値が検査区間で４本／cm3以下および測定導
管で０.５mg／m3以下の性能要件（TRKを超えない
とみなされる）であることを詳細に規定している
（　Hauptverband   der   gewerblichen 

Berufsgenossenschaften １９８０a）。ついで１９８１年１０月
にはVBG １１９の第２次改正により，Trennschleifer
（Flex：切断用大型アングルグラインダー）などの多
量の細塵を発生する工具の使用を禁止した（第５条
２項２号の実施規定３文）。上記規則（ZH １/６１６）
に基づく検査済み工具として，１９８２年７月１日時点
で１６種類が認定されている（Württembergische Bau-
Berufsgenossenschaft １９８２： ４６）。
　なお，アスベスト含有建築物の解体・除去作業
に関わる粉塵対策については，まず建設労災保険
組合により１９８０年４月から「撤去・解体作業時の
アスベストによる健康の危険に対する防護措置」
において規制され，１９８２年から労災保険組合の「災
害防止規定」により規制が行われ，ついで１９８８年に
連邦政府の「危険物質に関する技術規則（TRGS 
５１７）」の中に規定が取り込まれ，そして１９９０年には
解体規制部分を独立させた規定として，「アスベス
トの解体・改修・メンテナンス作業に関する技術
規則（TRGS ５１９）」が制定され，さらに１９９１年，
１９９５年，２００７年の改正を経て，今日の解体規制に至
っ て い る（Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften    １９８０c   , 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft ２０１１： ６７-
７０）。

（３）戦前のガイドラインおよび戦後の災害防止規定
の法的拘束力（強制力）

　１９４０年に発効した「アスベスト加工企業における
粉塵の危険の撲滅のためのガイドライン」は全２０条
から構成される命令（法的規制）であり，帝国労働
省官報（Reichsarbeitsblatt）に掲載（公示）されて

いる１６）。本ガイドライン（災害防止規定）の法的位
置づけは，第二帝政期の１９１１年に成立した「ライヒ
保険法」（疾病保険，労災保険，障害・遺族保険の三
保険部門を集成した社会保険法）において与えられ
ている。同法の関係部分は次の通りである。

「ライヒ保険法」（１９１１年７月１９日）

第３編　災害保険

第９章　災害防止，監督

第１節　災害防止規定

第８４８条　労災保険組合は下記各項に関して必要な

規定を設ける義務を有する。

１．組合員の業務における災害を防止するために必

要な設備及び措置

２．業務上の災害を防止するために被保険者の遵守

すべき行動

　個々の地域，業種及び作業に対してもまた災害

防止に関する規定を設けることができる。

第８５１条　組合員の災害防止に関する規定の違反に

対しては１０００マルク以下の罰金刑に，被保険者の

場合には６マルク以下の罰金刑に処する。

第８６４条　災害防止に関する規定はドイツ保険院の

許可を受けることを要する。同院議決部はこれを

決裁する。

　本ガイドラインはライヒ保険法に基づく災害防止
規定（法的規制）であり，命令・指令にあたり，罰
則（１９３０年改正ライヒ保険法では１万マルク以下の
罰金刑）を伴う強制力を有していた１７）。
　つぎに戦後の「災害防止規定」（VBG １１９）が強制
力を有することは，以下の通り明らかである。第一
に，「多くの法規においてこの規則（引用者注：災
害防止規定）を明確に違法性判断基準として採用す
るものが現れ（例えば機械器具安全法３条１項２文，
４条２項，職場に関する命令３条１項），またこれ
らの法規がBGB（引用者注：ドイツ民法典）８２３条
２項の保護法規に該当する場合も多々あることから
も，その保護範囲は遍く第三者へも拡大して」（三
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柴 ２０００： ２１９）いる。第二に，「災害予防規則という
規約が，公法上の社団としての法的性格を有する労
使自治による自主管理的組織，災害保険組合によっ
て法を定める範囲において，また国家労働保護機関
の認可を受けて制定，公示される，という限りにお
いて，国家労働保護法規に極めて類似した性格を与
えられる」。「そしてこのことは，（中略）１９７６年連
邦労働裁判所判決において，国家統治機構の明確な
宣言を受けることとなる」。「本判決は，災害予防規
則と国家労働保護法規を同列に位置づけたのみでな
く，この両者が労働契約法たるBGB ６１８条の定めを
介して労働契約を律すると解した」（三柴 ２０００： 
２２１）。第三に，「営業監督機関にとって災害予防規
則が営業法１２０条（a）に基づきそれが事業主に課す
要件基準としての機能を果たす」（三柴 ２０００： ２１８）。
第四に，「災害予防規則は（中略）秩序罰の脅威を背
景にその履行を確保される」（三柴 ２０００： ２１７）。災
害防止規定の違反に対しては，戦前は罰金刑により，
また戦後は「２００００ドイツマルクまでの過料をもっ
て罰せられうる」（三柴 ２０００： ２１５）という秩序罰に
より，強制力を有している。第五に，１９６３年改正ラ
イヒ保険法の第７１２条では技術監督官による監督・
指図の権限が定められており，「技術監督官は，ラ
イヒ保険法７１２条１項２文・７１４条１項５文にもとづ
き，災害予防法実施・災害危険防止などのための指
図権限を与えられており，これは秩序罰の裏付けを
伴う行政行為と位置づけられている」（三柴 ２０００： 
１４５）。また災害防止規定の制定範囲に新たに第７０８
条第１項４号で「事業主が，事業所医，安全技術者
およびその他労働安全専門職員に関する法律（労働
安全法）上生じる義務の履行のためになすべき措
置」（三柴 ２０００： ２１４）が加えられており，さらに技
術監督官による監督は，「ライヒ保険法の定めに基
づき１９６８年に連邦労働社会相より制定された一般的
行政規則により営業監督官と連携して行われること
になっている」（三柴 ２０００： １５１）。そのため，技術
監督官は「改善命令」を指図できるだけでなく，営
業監督官と連携することにより，事実上「禁止命

令」をも出せるのである。
　以上のことから，労災保険組合の災害防止規定
（ガイドラインを含む）は一般法規性を有し，国家
労働保護法と同列に位置づけられ，事業主に課す要
件基準として機能し，さらには労働契約の内容をも
律することで，秩序罰の裏付けを伴う履行確保の強
制力を有しているといえる１８）。

（４）１９８０年代以降のアスベストの使用禁止政策
　アスベストの生産・流通・使用禁止に関する公的
規制の進展は，まず労災保険組合の「健康に危害を
及ぼす鉱物性粉塵からの保護に関する規定（VBG 
１１９）」（以下，災害防止規定と略す）の第１次改正に
より，１９７９年１０月からアスベストの吹き付け作業が
禁止された（第３条aの使用制限）。つぎに災害防
止規定の第２次改正により，１９８２年１月から８種類
のアスベスト含有製品（アスベストセメント軽量建
築用板材，吹付材，絶縁材・断熱材，濾過材・濾過
助剤，塗料，充填材・接着剤，モルタル・パテ，
床・路面被覆材）の使用が禁止された（第３条aの
２項１～１０文）。そして災害防止規定の改定，およ
び連邦政府の「危険物質からの保護に関する省令」
（以下，危険物質規則と略す）の制定（１９８６年８月）
により，１９８６年１０月からクロシドライトの生産・流
通・使用が原則禁止され，７種類のアスベスト含有
製品の生産が禁止され，アスベスト含有製品への警
告ラベルの標示が義務づけられた。また危険物質規
則の第２次改正により，１９９０年５月から９種類のア
スベスト含有製品の流通が禁止された。さらに危険
物質規則の第３次改正により，１９９１年１月から地上
建築用大型成形板・波板などの生産が禁止され，
１９９２年１月から使用が禁止された。最終的に危険物
質規則の第４次改正，ならびに「化学物質の禁止に
関する省令」の制定により，１９９３年１０月から全６種
類のアスベストおよび含有率０.１％超のアスベスト
含有製品の流通が禁止され，１９９３年１１月から生産・
使用が全面的に禁止された１９）。
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２　建設アスベストの危険性の認識
（１）建設作業員に対する危険性の認識
　ドイツではアスベスト建材を取り扱う建設労働者
に対するアスベスト関連疾患の発症の危険性につい
ては，戦前から認識されていたと考えられるが２０），
建設労働者を対象とした一連の本格的な調査研究が
なされるのは，１９７０年代後半からであり，主にギー
セン大学のWoitowitzを中心とした研究グループに
より精力的な調査が実施された。そして１９８０年の連
邦環境庁報告書の公表はアスベストによる環境汚染
を包括的に明らかにし，とりわけ建設現場における
Trennschleiferの危険性を指摘し，アスベストの使
用禁止への契機となったのである。
　１９５８～１９６７年の職業性アスベスト関連疾患の認
定・補償件数は，石綿肺が２７９件，アスベスト肺が
んが１７件であるが，そのうち石綿肺の２３件，アスベ
スト肺がんの３件がアスベストセメント関連の疾患
であった。アスベストセメント産業とその他のアス
ベスト産業の発症率の割合は，石綿肺が１対１１，ア
スベスト肺がんが１対５となっており，建設アスベ
ストによる被害の大きさは認識されていた
（Bohlig １９７０： ２０５-２０６）。
　そして，建設アスベストを加工する建設現場の労
働者の粉塵曝露の危険性についても次第に明らかに
なってきた。建設現場におけるアスベストセメント
波板（屋根材）の切断作業によるアスベスト繊維・
細塵濃度は表１０の通りである。固定サンプラーによ
るアスベスト繊維濃度・細塵濃度は，中央値でTRK
（技術標準濃度：２本／cm3または０.１mg／m3）の約

半分であった。一方で，切断作業員の個人サンプラ
ー濃度はTRKの０.５～６倍（中央値で１.４倍）であっ
た。建築現場におけるアスベストセメント細塵のピ
ーク濃度は，個人サンプラーにおいては固定サンプ
ラーの約３倍の高濃度であった。ピーク濃度は全作
業時間の３～１３％（中央値で６％）であるにも関わ
らず，TRKを超えうる可能性がある（Woitowitz, 
Rödelsperger & Krieger １９８０： ３５２-３５３）。
　また建設現場のタイプ別のアスベストセメント波
板の切断作業中のアスベスト細塵濃度は表１１の通り
である。当時ドイツでは毎年約１０～１２万トンの原料
アスベストがアスベストセメント製品に使用されて
おり，約５万人の屋根工が約６０００社の屋根工事会社
に雇用されていたという。約４０箇所の建築現場を測
定した結果，研削工具の近辺での最大濃度は約８０ 
mg／m3（クリソタイル濃度：約８ mg／m3）以上ま
たは繊維濃度で１００本以上／cm3であった。研削工
具によるアスベストセメント板の切断の際の個人サ
ンプラーの平均濃度は，屋外の固定場所での切断で
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表１０　アスベストセメント波板（屋根材）の切断作業によるアスベスト繊維・細塵濃度

測定範囲中央値測定数測定方法（測定器）

０.１５─１.５１０.９４１０固定サンプラー（REM）
繊維濃度（本／cm3）

０.０３─１.７８０.９５７個人サンプラー（Phaco）

０.１─０.７８０.３７１１固定サンプラー（VC ２５）
細塵濃度（mg／m3）

０.５─５.８１.３９１１個人サンプラー（Casella）

注１）個人サンプラー濃度については，繊維濃度は切断作業をしていない近隣作業員，細塵濃度は切断作業員の測定値である。
注２）細塵濃度に占めるクリソタイルの割合は約１０％（赤外分光法）。
出所：Woitowitz, Rödelsperger & Krieger（１９８０： ３５２）より作成。

表１１　建設現場におけるアスベストセメント波板の切
断作業中のアスベスト細塵濃度

平均濃度
（mg／m3）

測定数測定法建設現場のタイプ

０.５１１９固定サンプラー屋外の固定場所で
の切断（タイプ１） ２.２１４個人サンプラー

０.５３固定サンプラー屋根上での直接切
断（タイプ２） １.８２８個人サンプラー

注）細塵濃度に占めるクリソタイルの割合は約１０％（赤外分光法）。
出所：Rödelsperger, Woitowitz & Krieger（１９８０： ８４８）より作成。



２.２mg／m3，屋根上での切断で１.８mg／m3であった。
タイプ１の建設現場では切断作業をしていない屋根
上の作業員は低濃度曝露であるのに対して，タイプ
２の建設現場では直接切断作業をしていない作業員
も同程度の間接曝露をしていた（Rödelsperger, 
Woitowitz & Krieger １９８０： ８４６-８４８）。
　その他，作業環境におけるアスベストセメント加

工の一般的な粉塵濃度（推定値）としては，表１２の
ようなものがある。

（２）アスベスト建材による環境汚染問題
　１９８０年７月に連邦環境庁は「アスベスト細塵等に
よる環境汚染と大気環境基準」と題する報告書を作
成・公表した。この報告書の作成には，前述の
Woitowitzらの研究グループも主要な執筆メンバー
として参加している。その概要は以下の通りである
（Umweltbundesamt １９８０）。
　まずアスベストによる環境汚染について，アスベ
ストの生産過程（固定施設）やアスベスト含有製品
からの排出量を排出源ごとに包括的に明らかにして
いる。とりわけアスベストセメント製品の加工作業
や風化作用によるアスベスト細塵濃度を推定してい
る。アスベストセメント製品の様々な加工作業によ
るアスベスト排出量（１９７８年）は表１３の通りである。
Trennschleiferを用いたアスベストセメント標準板の
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表１２　作業環境におけるアスベストセメント加工の一
般的な粉塵濃度

繊維濃度
（本／cm3）

アスベストセメントの加工

～３０Flexによるアスベストセメント加工

０.１以上
Flexによるアスベストセメント加工
（１０～５０m地点）

～０.６アスベストセメントのボーリング作業

１.５アスベストセメントの洗浄（乾式）

０.５アスベストセメントの洗浄（湿式）

出所：Albracht & Schwerdtfeger（１９９１： ６３－６５）より作成。

表１３　アスベストセメント製品の様々な加工作業によるアスベスト排出量（１９７８年）

測定時間（秒）排出量（本／大気リットル）加工方法

アスベスト標準板（アスベスト含有率９～１２％）

１２０８００集塵器なし　　穿孔盤

４５２４００集塵器なし
　　電動回し引き鋸

９０９００集塵器あり

６０１７００集塵器なし
　　研削盤

１２０１２６０集塵器あり

２０多量で測定不能集塵器なし
　　Trennschleifer

３０１０万以上集塵器あり

アスベスト軽量建築板（アスベスト含有率１５～３０％）

１５多量で測定不能集塵器なし
　　Trennschleifer

３０多量で測定不能集塵器あり

３０７１００集塵器なし
　　研削盤

３０４５００集塵器あり

アスベストセメント管

１５多量で測定不能集塵器なし
　　Trennschleifer

３０多量で測定不能集塵器あり

出所：Umweltbundesamt（１９８０： １２８）より作成。



切断では，集塵器ありの場合でもTRKの約１００倍と
いう高濃度であった（Umweltbundesamt １９８０： １２７）。
　そして建設現場におけるTrennschleiferを用いた
アスベスト波板切断によるアスベスト細塵の排出は
毎分６０～６００mg／m3または１０００～１万本／cm3であ
り，その結果，Trennschleiferを用いたアスベスト
セメントの切断加工だけで周辺環境へのアスベスト
細塵の総排出量は年間約２３トンにもなるという。し
たがって，Trennschleiferの代替・禁止により建設
現場近辺のアスベストセメント加工によるアスベス
ト細塵の総排出量を年間約０.５トン（約５０分の１）に
減少させることが可能である。
　つぎにアスベストの汚染濃度について，作業環境，
外気，水中，食品中のアスベスト粉塵濃度を測定・
評価している。建設現場におけるアスベストセメン
ト加工時のアスベスト繊維濃度（１９７９年）は，表１４
の通りである。またアスベストセメント産業の作業
環境におけるアスベスト粉塵濃度については，かつ
ては１０～５０本／cm3（最小値は４本，最大値は１５０
本）であったが，１９７７年の時点では０.５～２本／cm3

（最小値は０.１本，最大値は５本）へと減少した
（Umweltbundesamt １９８０： １７８）。

　最後に，アスベスト粉塵の吸入による人間の発が
ん性のリスクについて，疫学の方法上の問題，公式
統計，中皮腫の研究，短期間曝露の際の腫瘍の潜伏
期間，腫瘍発生率，紙巻きタバコの喫煙と気管支が
ん，量－頻度関係などの観点から疫学的に評価して
いる。

３　建設アスベストの粉塵対策・規制の実態
　ドイツではアスベストの有害性について，１９３１年
頃に石綿肺の危険性について，１９３８～１９４３年頃には
すでにアスベストの発がん性についても認識されて
いた。そしてこれら医学的知見に基づき，１９３０年代
中頃から職業病対策としてアスベスト粉塵対策が行
われ，建設アスベストも対象となっていた。ドイツ
の建設現場における粉塵対策の特徴は，労働者に集
塵器付き電動工具を始めとした粉塵抑制工具の使用
を徹底していたところにある。また労災保険組合の
規制だけではなく，アスベストセメント工業会が粉
塵抑制工具の使用を積極的に推奨していたところも
特徴的である。それと同時に建材卸（認定）業者で
のアスベスト波板加工（プレカット）サービスの提
供もなされていた。そして建設現場におけるアスベ
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表１４　建設現場におけるアスベストセメント加工時のアスベスト粉塵濃度（１９７９年）

中央値平均値測定範囲測定数測定法［本／cm3］

０.７３.８０.０９～２９９REM

資材置場での屋根材の切断 １.５１.６０.０９～３.１８位相差顕微鏡

０.３２０.６０.０５９～２.３１２個人サンプラー

１.２１.３０.５５～２.３８REM

屋根上での屋根材の切断 ０.８０.６６０.１～１.１５位相差顕微鏡

─０.６３０.０３～１.８３個人サンプラー

４.４１１０.５２～４６１６全繊維数
アスベストセメントの切断場所

１.１２.８０.０９～２９１６長さ５μm以上

２.２２.９０.５１～７.３
７

全繊維数
建設現場近辺（２～１９m地点）

０.１４０.３７０.０３～１.３長さ５μm以上

１.４１.９０.０２～５
７

全繊維数
建設現場周辺（２０～４５m地点）

０.０５０.１２０.０２～０.４長さ５μm以上

出所：Umweltbundesamt（１９８０： １７９－１８１）より作成。



スト粉塵濃度規制は１９７３年に始まり，その後１９７６年，
１９７９年に強化された。本節では，主として１９７０年代
以降の建設現場におけるアスベストの粉塵対策・規
制の実態について明らかにする２１）。

（１）１９７０年代以降のアスベストの粉塵濃度規制の強
化

　ドイツでは，アスベスト粉塵からの労働者の保護
および労働環境の改善を目的として，労災保険組合
が１９７１年に「健康に危害を及ぼす鉱物性粉塵からの
保護に関する規定（VBG １１９）」を制定し，１９７３年か
ら施行した。この災害防止規定により建設現場にお
いても粉塵濃度の測定・改善等が義務づけられると
同時に，労働環境におけるアスベスト粉塵の技術標
準濃度（許容濃度）が導入された。ドイツにおける
アスベスト技術標準濃度の変遷を表１５に示す。
　つぎに１９５０～１９９０年のアスベストセメント製品の
加工による粉塵濃度の推移（９０パーセンタイル値）
は表１６の通りである。
　アスベストセメント製造業については，１９５０～
１９５４年の２００本／cm3から，１９７０～１９７４年に１１本／
cm3，１９８０年に１.１本／cm3，１９８８年には０.３本／cm3

へと減少している。アスベストセメント製造業の作
業別粉塵濃度についても同様に減少している。また
建設現場における手作業の板張りや石綿板による断
熱の際の穴あけ，鋸切断，穿孔，切断等の作業（内
装）については，１９５０～１９５４年の１５本／cm3から，
１９７５～１９７９年に８.６本／cm3，１９８２年に２.３本／cm3，
１９８４年に０.８本／cm3，１９８８年には０.２本／cm3へと減
少していることがわかる。

（２）１９８０年代以降の建設現場におけるアスベスト粉
塵対策

　建設現場におけるアスベスト粉塵対策としては，
アスベスト建材のプレカット（事前加工）化，移動
式局所排気装置，粉塵抑制工具（集塵器付き電動工
具），湿式，防塵マスクの使用などが挙げられる。
ドイツのFESTOOL社は，すでに１９３１年に建築業で

大工等が使用するディスク・サンダーに集塵機を装
着した製品の製造販売を開始している（田口 ２０１３： 
１９５）。ドイツにおいては，いずれの対策もなされて
いたが，１９７０年代以降の粉塵濃度規制の強化に伴い，
とりわけアスベスト建材のプレカット化と粉塵抑制
工具の使用が徹底されていたところに特徴があると
いえる。
　アスベスト建材のプレカット化については，１９８１
年から建材卸（認定）業者でのアスベスト波板加工
（プレカット）サービスの提供が開始され２２），１９８２
年７月からはアスベストセメント工業会
（Asbestschieferfabrik，Eternit，Frenzelit，Fulgurit，
Toschi，Wanitの６社で構成）の自主規制として全
製品の９５％をプレカット化するようになった。
　そして集塵器付き電動工具を始めとした粉塵抑制
工具については，１９８０年１０月の「アスベストセメン
ト製品の加工用工具のための安全規則」により，労
災保険組合労働安全研究所の検査済み工具の使用が
義務づけられ，１９８１年１０月の災害防止規定（VBG 
１１９）の第２次改正により，Trennschleiferなどの多
量の細塵を発生する工具の使用が禁止されて以降，
その使用が徹底されていくことになった。一方で，
１９８２年２月からアスベストセメント工業会の自主規
制として建設現場における粉塵抑制工具の配備への
支援が積極的に行われるようになった（Höper ２００８： 
１９７-１９８）。たとえば，建設労災保険組合は１９７９年１２
月に「新工具によるアスベストセメントの加工」と
題した特集号などを発行しており（Die Tiefbau-
Berufsgenossenschaft １９７９），またアスベストセメン
ト工業会は建設作業員に対して１９８０年３月の「アス
ベストセメント地上建築用製品のための新加工工具」
や１９８２年１月の「アスベストセメントについての事
実」などの各種啓蒙パンフレットを発行することに
より，集塵器付き電動工具などの粉塵抑制工具の使
用を促進する活動を行ってきた（Wirtschaftsverband 
Asbestzement １９８０，１９８２）。建設現場において使用
される各種集塵器付き電動工具と移動式集塵機の実
例としては図５の通りである。
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表１５　ドイツにおけるアスベスト技術標準濃度の変遷

技術標準濃度暫定標準濃度

就業時間平均値年間平均値

評価法

年間平均値

評価法
１９９０１９８５

１９７９－１９８２１９７９
１９７６１９７３１９７０１９６１

既存設備新規設備

０.０５０.１０.０５０.１０.１５AFS
クリソタイル２０６０F値 ０.２５１.０２.０１.０２.０F

２.０４.０２.０４.０４.０FS

０.０５０.１０.０５０.１AFS
アモサイト

１.０
（a＞５０％）
１.５

（１０≦a≦５０％）
２.０

（a＜１０％）

GS

１.０２.０１.０２.０F
２.０４.０２.０４.０FS

０.０２５０.１０.０５AFS
クロシドライト ０.５２.０１.０F

２.０４.０２.０FS

注１）F（アスベスト評価）値＝全粒子濃度（個／cm3）×アスベスト繊維濃度（本／cm3）÷１００，GS＝アスベスト含有総粉塵濃度
（mg／m3），a＝アスベスト含有率，AFS＝アスベスト細塵濃度（mg／m3），F＝繊維濃度（本／cm3），FS＝アスベスト含有細
塵濃度（mg／m3）：アスベスト含有率３.７５％未満の粉塵に適用。

注２）クリソタイル細塵濃度（AFS）０.１５mg／m3≒６F値に相当。
注３）１９７３・１９７６年にクロシドライトのTRKの設定なし（中皮腫リスクが極めて高く閾値が不明なため）。
出所：Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften（２００７： ５５－５７）より作成。

表１６　アスベストセメント製品の加工による粉塵濃度の推移（本／cm３，９０パーセンタイル値）

密閉空間における手作業の板張りまたは
石綿板による断熱の際の穴あけ，鋸切断，
穿孔，切断等の内装作業

板材加工（工業）アスベストセメント
工業

時　期
穴あけ・切削研磨のこぎり切断

１５２００１９５０－１９５４

１５２００１９５５－１９５９

１５１００１９６０－１９６４

１５３５１９６５－１９６９

１５１１１９７０－１９７４

８.６３.５８.５１６５.３１９７５－１９７９

８.６０.９１.９１.２１.１１９８０

８.６０.９１.９１.２１.１１９８１

２.３０.９１.９２.０１.７１９８２

２.３０.９１.９２.０１.７１９８３

０.８０.７２.０１.２１.３１９８４

０.８０.７２.０１.２１.３１９８５

０.８０.４２.８０.６０.６１９８６

０.８０.４２.８０.６０.６１９８７

０.２０.３２.８０.３０.３１９８８

０.２０.３２.８０.３０.３１９８９

０.２０.３２.８０.３０.３１９９０

出所：Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung（２０１３： １０４－１０６，１７－１１８）より作成。
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表１７　建設現場におけるアスベストセメント製品の加工による曝露濃度（９０パーセンタイル値）

繊維濃度（本／cm3）作　　　　業
６０Flexによる切断（１９５６年～）

波板加工（屋根ふき）
１─１.２屋根上での穴あけを伴う板張り作業（切断なし）
０.５手引き鋸によるアスベストセメント加工
０.８人工スレート張り，小型成形（板張り，スレート用ハンマー・敷物を用いた加工）
０.４外壁張り，小型成形（板張り，研磨加工）
６.４外壁構築，平板（取り付け，鋸・切断工具による加工）
２アスベストセメント波板・平板・小型タイルの解体
５研磨または高圧洗浄によるアスベストセメント平面の洗浄
６内外装がない場合のFlexによる切断，組み立て

換気装置
１２密閉空間において換気が不十分な場合
１.５密閉されていない配管路での加工

地下工事における配管加工
２屋内配線作業
６屋外でのアスベストセメント配管・導管の加工（鋸切断，穿孔，分離，はめ込む）
１アスベストセメント製品の積み込み，積み下ろし，輸送（手作業）
６.６石綿含有防火用板材の取り付け，鋸による加工

アスベスト含有軽量建築用板材
４可燃性下張り床上の防火用板材の加工，取り付け
４０充填作業

アスベスト含有吹き付け断熱材
４００吹き付け作業
３石綿マットの縫合，取り付け（準備作業）

建設現場での断熱作業
１.５断熱被覆の縫い付け
４石綿ひもによる配管の巻き付け，表面塗装
３００吹き付けアスベストの除去（手作業，乾燥状態）
０.０６柔軟床敷材

石綿含有床材の切断
０.６クッションビニール
～２（かき）混ぜる石綿含有建築資材（接着剤，モルタル継

目パテ，調節パテ，パテナイフ等） ～１０研磨（乾燥状態）
出所：Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung（２０１３： １０７－１１０，１１７－１１９，１２２，１３０－１３１）より作成。

図５　各種集塵器付き電動工具と移動式集塵機
出所：Wirtschaftsverband Asbestzement（１９８０： １４－２３，１９８２），Württembergische Bau-Berufsgenossenschaft（１９８２： １７）。



　さらにこうした建設現場におけるアスベスト粉塵
対策は，労災保険組合の技術監督官による定期的な
査察により各現場で徹底されていくことになる。な
お，技術監督官による各建設現場に対する査察は平
均して月１回（事前通告なし）程度であり，どの建
設現場に対しても必ず複数回査察を行っていたとい
う２３）。
　なお，建設現場におけるアスベストセメント製品
の加工による一般的な曝露濃度（９０パーセンタイル
値）は表１７の通りである。

４　建設アスベストの代替化の展開
　はじめに指摘したように，ドイツでは１９９３年のア
スベストの全面禁止以前の１９８０年代にすでにアスベ
スト消費量が急激に減少している。これはドイツ政
府が１９８０年代初頭にアスベストの使用禁止政策へと
転換したからである。そして１９８０年代のアスベスト
の使用禁止過程は同時に，アスベストセメント製品
の代替化過程でもあった。そこで本節では，１９８０年
代にアスベスト消費量が急減した原因について，と
りわけアスベストセメント製品の代替化の過程に着
目し，これを可能にした要因について考察する２４）。
　ドイツでは１９８０年代初頭にアスベストの使用禁止
政策へと転換するが，その出発点となったのは，第
Ⅱ章第２節で述べた１９８０年の連邦環境庁によるアス
ベストの環境被害に関する報告書の作成・公表であ
る。この背景としては１９７７年１１月のEECの「アス
ベストの健康有害性に関する報告書」や，１９７９年の
イギリスのシンプソン委員会の最終報告書の発行な
どが挙げられる（Evans １９７７）。
　そして連邦政府のアスベスト使用禁止の方針を受
けて，アスベストセメント工業会は１９８２年から自主
規制を実施し，①アスベストセメント製品のアスベ
スト含有量を１９８２年以降３～５年以内に３０～５０％削
減すること，②地上建築用製品の８０～８５％および地
下建築用製品の９５％を被覆加工すること，③１９９０年
末までに全ての地上建築用製品をノンアスベストで
生産すること，④１９９３年末までに全ての地下建築用

製品をノンアスベストで生産することなどを約束し
た（Höper ２００８： １９７-２００）。
　また連邦政府はアスベスト含有製品の代替化促
進政策の一環として，１９８２年から「アスベスト代
替 品 カ タ ロ グ」（全１０巻）を 作 成・発 行 し た
（Umweltbundesamt １９８５）。これにより，各企業の
経営協議会（事業所委員会）において，アスベスト
代替品カタログを参照して，使用者側と具体的に交
渉・提案することが可能となり，事業所ごとでの代
替化も進められていくことになったのである。

（１）労働組合運動による代替化の要求
　このようなアスベスト問題に対してドイツの労働
組合運動は，当初は雇用確保の方を重視していたが，
次第にその危険性が明らかになるにつれ，アスベス
トの禁止・代替化を要求する方向へ転換していくこ
とになる。まず国際金属労働組合連盟（IMF）のオ
スロ会議におけるセリコフの論文発表を契機とし
て，１９７６年に金属産業労働組合（IGM）はアスベス
トの危険性に関する詳細な報告書を出版した。つい
で２万５０００人以上のアスベスト関連労働者を擁する
化学産業労働組合（IG Chemie）は１９７７年に新設さ
れた環境保護部局においてアスベスト問題を主要な
課題として取り組み，人的ネットワークの形成やフ
ォーラムの開催などで運動を中心的に進めていっ
た。そして１９８０年の連邦環境庁報告書を契機とした
科学的論争のなかで，エタニット社（Eternit AG），
アスベストセメント工業会（Wirtschaftsverband 
Asbestzement e.V.），ドイツ経営者連盟（BDA），連
邦保健庁（BGA），国際アスベスト協会（AIA）を中
心とした激しいロビー活動に対して，化学産業労働
組合，金属産業労働組合，建設産業労働組合（IG 
Bau-Steine-Erden），公務・運輸・交通労働組合
（ÖTV），ドイツ労働総同盟（DGB）は，欧州労働組
合連合（ETUC），国際労働組合組織，ドイツ州政府，
連邦環境庁（UBA），ドイツ研究振興協会（DFG）
と共同してこれらに対抗していった（Albracht 
２０１３： ７８-８１）。
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　１９８１年２月に化学産業労働組合およびドイツ労働
総同盟はアスベストの代替に関する要求書を発表し
た。ドイツ労働総同盟による「労働環境におけるア
スベストがんに対する１７項目の行動計画」では，
１００万人の労働者がアスベスト粉塵の危険に曝され
ているとして，①アスベストの段階的禁止，②危険
のないまたは危険のより少ない物質へのアスベスト
の強制的代替，③技術的措置によるあらゆる粉塵の
影響の除去，④労働物質規則の「極めて強い発がん
性物質」グループへのアスベストの格付けの引き上
げ，⑤現行規則に対して約１０分の１へのアスベスト
粉塵の閾値の引き下げ，⑥危険に曝された全ての労
働者の把握（登録）など１７項目について要求した
（Deutscher Gewerkschaftsbund １９８１）。さらに１９８１
年７月にはアスベストの代替に関するミュンヘン会
議（ドイツ労働総同盟，化学産業労組，建設産業労
組，アスベストセメント工業会，エタニット社，ド
イツ経営者連盟，バイエルン州労災保険組合の参
加）を開催し，労働組合側はアスベストセメント工
業会の姿勢に対して厳しく糾弾した。これらの運動
が連邦政府（内務大臣）へのアスベスト禁止の圧力
となっていったのである。なお，エタニット社が連
邦保健庁の科学者たちを買収していた事実が１９８９年
になって判明することになる（Albracht ２０１３： ７９-
８０，８２）。また労災保険組合中央連合会も，１９８０年
３月にボンで「アスベスト─健康リスク，防護措
置，使用制限，代替品」と題した大規模な会議を開
催している（Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften １９８０b）。

（２）アスベストセメント製品の代替化の要因
　したがって１９８０年代のドイツにおけるアスベスト
セメント製品の代替化の要因としては，第一に，
１９７０年代以降に建設現場におけるアスベスト粉塵濃
度規制が段階的に強化されたことである。第二に，
アスベストの環境曝露の危険性が社会問題化したこ
とである。直接的な契機は１９８０年の連邦環境庁報告
書であるが，その背景にはアスベストによる労働災

害（職業病）の社会問題化がある。第三に，１９８１年
にドイツ労働総同盟および化学産業労組を中心とし
てアスベストの代替化を要求する労働組合運動がな
されたことである。第四に，１９８１年から労災保険組
合と連邦政府によりアスベストの使用禁止政策が展
開されたことである。これら二重の規制・監督構造
（デュアルシステム）がその実効性を支えており，
さらにその背景には労働者や住民の生命・健康を重
視するという国家の基本的姿勢がある。第五に，
１９８２年からアスベストセメント工業会により自主規
制が実施されたことである。この背景には連邦政府
をはじめとしたアスベスト使用禁止の強力な社会的
圧力の存在がある。第六に，連邦政府によりアスベ
ストの代替化促進政策が推進されたことである。
１９８２年のアスベスト代替品カタログの発行と参照義
務化が各経営協議会における代替化要求の闘争を可
能にした。以上の要因により，アスベストセメント
製品の代替化が進展した結果，ドイツでは１９８０年代
にアスベスト消費量を急減させることができたので
ある。

おわりに

　本稿では，イギリス・ドイツにおける建設アスベ
ストの代替化が日本より１５～２０年も早かった要因に
ついて，建設アスベストを対象とした法的規制，危
険性の認識，粉塵対策・規制の実態，代替化の展開
という観点からそれぞれ詳細に明らかにしてきた。
その概要は表１８の通りである。最後に，イギリス・
ドイツの対策の共通性について整理し，両国と日本
の建設アスベスト対策の相違が何に起因しているの
かを指摘しておきたい。
　イギリス・ドイツにおける建設アスベストの代替
化の要因としては，第一に，イギリスもドイツも建
設作業を危険性の高いものとして認識しアスベスト
粉塵対策の規制対象にして，なおかつ建設現場にお
ける作業員に粉塵濃度規制を導入したことである。
イギリスでは１９６９年の「アスベスト規則」により，
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護
法
」

「
工
場
法
」「
労
働
安
全
衛
生
法
」

根
拠
法

法
的
規
制

労
災
保
険
組
合
，
連
邦
労
働
社
会
省

雇
用
省
，
安
全
衛
生
庁

規
制
主
体

刑
事
罰
，
秩
序
罰

刑
事
罰

罰
則
規
定

技
術
監
督
官
・
営
業
監
督
官
に
よ
る
定
期
的
査
察
・
改
善
指
導
（
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
）

工
場
監
督
官
に
よ
る
定
期
的
査
察
，
現
場
で
の
労
働
・
使
用
実
態
を
ふ
ま
え
た
勧
告

実
効
性
の
確
保

１９４０
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
加
工
企
業
に
お
け
る
粉
塵
の
危
険
の
撲
滅
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

１９３１
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
産
業
規
則
」

ア
ス
ベ
ス
ト
セ
メ
ン
ト
産
業
の
粉
塵
規
制

１９３７
年
「
工
場
法
」（
建
物
内
の
建
設
作
業
の
一
般
的
保
護
義
務
）

１９４８
年
「
建
築
（
衛
生
・
安
全
・
福
利
）
規
則
」（
建
設
作
業
の
一
般
的
粉
塵
規
制
）

建
設
業
の
粉
塵
規
制

１９６６
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
加
工
企
業
に
お
け
る
粉
塵
の
危
険
に
対
す
る
防
護
措
置
」

１９７１
年
「
健
康
に
危
害
を
及
ぼ
す
鉱
物
性
粉
塵
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
災
害
防
止
規
定
」

１９６９
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
規
則
」

建
設
現
場
の
粉
塵
濃
度
規
制

１９６３
年
「
ラ
イ
ヒ
保
険
法
」
１９９７

年
「
社
会
法
典
第
Ⅶ
編
」

１９７４
年
「
労
働
安
全
衛
生
法
」

個
人
事
業
主
（
一
人
親
方
）
の
保
護

１９８０
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
セ
メ
ン
ト
製
品
の
加
工
用
工
具
の
た
め
の
安
全
規
則
」

─
─

粉
塵
抑
制
工
具
の
使
用
義
務

１９８６
年
「
危
険
物
質
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
省
令
」

１９８５
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
製
品
安
全
規
則
」

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
製
品
の
警
告
標
示
義
務

１９８０
年
「
撤
去
・
解
体
作
業
時
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
の
危
険
に
対
す
る
防
護
措
置
」

１９９０
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
の
解
体
・
改
修
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
に
関
す
る
技
術
規
則
」

１ ９６９
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
規
則
」

１９８３
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
（
ラ
イ
セ
ン
ス
）
規
則
」

建
築
物
の
解
体
・
除
去
規
制

─
─

～
１９５０

年
代
前
半

吹
き
付
け
作
業

危
険
性

の
認
識

～
１９６５

年
断
熱
作
業

～
１９７０

年
代
後
半

～
１９６７

年
建
設
作
業

～
１９８０

年
～
１９７６

年
ア
ス
ベ
ス
ト
建
材
か
ら
の
環
境
曝
露

１９７０
年
代
後
半
～

１９６０
年
代
後
半
～

建
設
現
場
の
粉
塵
対
策

粉
塵
対
策

の
実
態

プ
レ
カ
ッ
ト
，
移
動
式
局
所
排
気
装
置
，
作
業
場
の
隔
離
・
専
用
作
業
ブ
ー
ス
（
間
接
曝
露
の
防
止
），
集
塵
器
付
き
電
動
工
具
，
湿
式
化
，
防
塵
マ
ス
ク
・
防
護
服
，
作
業
場
の
清
掃
・
作
業

着
・
廃
棄
物
の
管
理
（
二
次
曝
露
の
防
止
），
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
製
品
へ
の
警
告
標
示
，
作
業
員
へ
の
安
全
教
育
・
訓
練
・
情
報
提
供
，
若
者
・
未
成
年
者
の
雇
用
制
限

建
材
卸
（
認
定
）
業
者
で
の
ア
ス
ベ
ス
ト
建
材
加
工
サ
ー
ビ
ス
（
１９８１

年
～
）

典
型
的
な
建
設
作
業
の
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
濃
度
の
情
報
提
供
（
１９７３

年
～
）

ア
ス
ベ
ス
ト
セ
メ
ン
ト
工
業
会

石
綿
症
調
査
委
員
会

ア
ス
ベ
ス
ト
建
材
メ
ー
カ
ー

に
よ
る
自
主
規
制

ア
ス
ベ
ス
ト
セ
メ
ン
ト
製
品
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
量
の
削
減
，
プ
レ
カ
ッ
ト
化
，
粉
塵
抑
制
工

具
の
配
備
へ
の
支
援
，
地
上
・
地
下
建
築
用
製
品
の
被
覆
加
工
化
，
ノ
ン
ア
ス
ベ
ス
ト
化
及
び

代
替
化
進
捗
状
況
の
連
邦
政
府
へ
の
年
次
報
告

メ
ン
ブ
ラ
ン
フ
ィ
ル
タ
ー
法
の
開
発
，「
粉
塵
対
策
・
安
全
ガ
イ
ド
」
シ
リ
ー
ズ
の
作
成
・
配

布
，
粉
塵
濃
度
測
定
・
分
析
サ
ー
ビ
ス
，
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
・
吹
き
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
・
ア
モ

サ
イ
ト
の
禁
止
，
ア
ス
ベ
ス
ト
建
材
へ
の
警
告
標
示

１９７９
年
「
健
康
に
危
害
を
及
ぼ
す
鉱
物
性
粉
塵
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
災
害
防
止
規
定
」

１９８５
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
（
禁
止
）
規
則
」

吹
き
付
け
作
業
禁
止

使
用
禁
止

政
策

代
替
化

の
展
開

１９８２
年
「
健
康
に
危
害
を
及
ぼ
す
鉱
物
性
粉
塵
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
災
害
防
止
規
定
」

断
熱
材
の
使
用
禁
止

１９８６
年
「
健
康
に
危
害
を
及
ぼ
す
鉱
物
性
粉
塵
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
災
害
防
止
規
定
」

１９８６
年
「
危
険
物
質
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
省
令
」

ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
の
使
用
禁
止

１９８２
年
「
健
康
に
危
害
を
及
ぼ
す
鉱
物
性
粉
塵
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
災
害
防
止
規
定
」

１９９２
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
（
禁
止
）
規
則
」

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
製
品
の

一
部
使
用
禁
止

ア
ス
ベ
ス
ト
セ
メ
ン
ト
軽
量
建
築
用
板
材
，
吹
付
材
，
防
火
・
防
音
・
保
温
・
保
冷
・
耐
湿
用

の
絶
縁
材
・
断
熱
材
，
濾
過
材
・
濾
過
助
剤
，
塗
料
，
充
填
材
・
接
着
剤
，
モ
ル
タ
ル
・
パ
テ
，

床
・
路
面
被
覆
材

塗
料
，
低
密
度
断
熱
・
防
音
材
，
床
・
壁
面
の
下
張
り
，
モ
ル
タ
ル
，
保
護
被
覆
，
充
填
剤
，

シ
ー
リ
ン
グ
材
，
接
合
剤
，
接
着
剤
，
装
飾
用
品
，
屋
根
用
フ
ェ
ル
ト
な
ど

１９９３
年
「
危
険
物
質
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
省
令
」「
化
学
物
質
の
禁
止
に
関
す
る
省
令
」

１９９９
年
「
ア
ス
ベ
ス
ト
（
禁
止
）
規
則
」

ア
ス
ベ
ス
ト
の
全
面
禁
止

１９８０
年
代
～

１９７０
年
代
～

代
替
化
の
要
因

①
１９７１

年
以
降
の
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
濃
度
規
制
の
段
階
的
強
化

①
１９６９

年
以
降
の
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
濃
度
規
制
の
導
入
・
強
化

②
１９８０

年
の
連
邦
環
境
庁
報
告
書
の
公
表
（
環
境
曝
露
の
危
険
性
の
社
会
問
題
化
）

②
１９６９

年
以
降
の
公
的
部
門
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
建
材
の
自
主
的
禁
止

③
１９８１

年
の
ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
及
び
化
学
産
業
労
組
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
代
替
化
の
要
求

③
１９７０

年
以
降
の
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
の
自
主
的
禁
止

④
１９８１

年
以
降
の
労
災
保
険
組
合
と
連
邦
政
府
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
禁
止
政
策
の
展
開

④
１９７０

年
代
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
代
替
化
の
要
求

⑤
１９８２

年
以
降
の
ア
ス
ベ
ス
ト
セ
メ
ン
ト
工
業
会
に
よ
る
自
主
規
制

⑤
１９６０

年
代
以
降
の
安
全
衛
生
庁
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
代
替
化
の
推
奨

⑥
１９８２

年
以
降
の
ア
ス
ベ
ス
ト
代
替
品
カ
タ
ロ
グ
の
発
行
と
各
経
営
協
議
会
に
お
け
る
闘
争

⑥
１９７０

年
代
中
頃
以
降
の
建
築
物
か
ら
の
非
職
業
性
曝
露
の
危
険
性
の
問
題
化



ドイツでは１９７１年の「災害防止規定」により建設現
場にもアスベスト粉塵濃度規制が導入された。また
粉塵濃度規制だけではなく，両国とも建設現場にお
ける粉塵対策としてプレカット，移動式局所排気装
置，作業場の隔離，集塵器付き電動工具，湿式化，
防塵マスクなどの総合的対策を実施したことである。
　第二に，イギリスもドイツも多様な手段により粉
塵対策の実効性の確保に努めてきたことである。イ
ギリスでは工場監督官，ドイツでは技術監督官によ
る現場への定期的査察，現場での労働・使用実態を
ふまえた勧告，建設作業員への情報提供，産業界と
の緊密な連携，デュアルシステムなど，法的規制だ
けにとどまらない多様な手段によりその実効性の確
保が図られていたことである。
　第三に，両国ともアスベストの使用禁止や代替化
を促進してきたことである。イギリスでは１９６９年以
降に公的機関によりアスベスト建材の自主的禁止や
代替化が推進され，ドイツでは１９８０年以降に労災保
険組合と連邦政府によりアスベストの使用禁止政策
が段階的に強化されてきたことである。
　第四に，両国ともアスベスト建材メーカーによる
自主規制がなされたことである。イギリスではアス
ベスト建材メーカーで設立された石綿症調査委員会
を中心に「Control and Safety Guide」シリーズの作
成・配布，メンブランフィルター法の開発，粉塵濃
度測定・分析サービスの実施，吹き付けアスベスト
やクロシドライト・アモサイトの自主的禁止がなさ
れ，ドイツではアスベストセメント工業会の自主規
制によりアスベスト含有量の削減，プレカット化，
粉塵抑制工具の配備，被覆加工化，ノンアスベスト
化がなされたことである。
　第五に，こうした対策の前提として，両国とも危
険性を予測して調査を実施し，対策のうえ被害を防
止するという労働者保護行政の基本的姿勢を有して
いたことである。両国とも規制当時に建設作業員の
被害が大量に発生していたわけではないが，アスベ
スト製品の乾式加工の危険性，建設現場における断
熱作業や間接曝露の危険性，アスベストの発がん性

が指摘されていたことから，大量のアスベストが使
用されかつ電動工具が使用されている建設現場に目
が向けられたのは当然のことであり，そこで建設現
場での発塵調査を実施することにより，危険性を十
分に認識できたと考えられる。
　したがって，イギリス・ドイツにおける建設アス
ベストの代替化は，建設作業を対象とした粉塵濃度
規制を伴う粉塵対策の徹底・強化およびその実効性
の確保による必然的帰結である。アスベスト建材メ
ーカーによる自主規制もこうした社会的圧力のもと
でなされたのである。そしてイギリスでは管理使用
が困難になり，粉塵対策にコストも掛かることから
メーカーが自主的に使用禁止の方向へ転換し，また
ドイツでは環境曝露の危険性からも国家が主導的に
使用禁止政策へと転換したのである。
　ひるがえって，日本における建設アスベストの対
策を見てみると，法的規制や使用禁止は遅きに失し
たし，かつ屋外作業を規制対象外として事実上建設
作業を除外し，建設現場における粉塵濃度規制も最
後までなされなかった。また主として行政指導のみ
で済ませ，アスベストの生産・使用実態がなくなる
まで法的規制を先延ばしにする手法は実効性という
観点から疑問をもたざるをえない。
　イギリス・ドイツと日本でアスベストの工業化の
時期を比較してみると，確かにイギリスにおける工
業化は早かったが，ドイツと日本とで工業化の時期
はそれほど変わらない。また医学的知見や技術的基
盤についてもイギリス・ドイツ・日本とで大きな隔
たりがあったわけでは決してない。さらにイギリ
ス・ドイツ・日本ともアスベスト建材メーカーは寡
占状態であり，産業構造にも大きな違いはなかった。
それでは何がこれら対策の相違を生み出したのか。
さまざまな条件の違いがあるにせよ，基本的にはそ
れは労働者保護行政の姿勢の違いに求められる。す
なわち，イギリス・ドイツの対策に見られるように，
産業・経済成長よりも労働者や住民の生命・健康を
重視するという国家の基本的姿勢を有していたかど
うか，そこに日本との根本的な相違があったと考え
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られる。
　もちろんイギリス・ドイツの対策が十分であった
わけでは決してない。両国とも建設作業員の被害は
深刻であり，より早期に使用禁止が可能であったと
して批判を受けており，さまざまな限界をもってい
たこともまた事実である。しかしそうした不十分だ
とされる両国の対策と比較してさえ，日本の建設ア
スベスト対策の遅れや不十分さは紛れもない事実で
あり，国家の規制権限の不行使は明らかであり，そ
の責任は極めて重大であると言わざるをえない。

［付記］
　本稿執筆にあたっては，大阪市立大学特任講師の中
村真悟氏，小林邦子弁護士，元労災保険組合技術監督
官のJohannes Schneider氏から特に資料提供に関して
多大の便宜を図っていただいた。記して，深く感謝申
し上げる。

注
１０） 元工場監督官であるEddy Tarn氏へのインタビ

ュー調査（２０１３年１０月１５日実施）による。
１１） Kinnersley（１９７５）。なお，カリフォルニア州保

険局は１９７８年に，建設産業におけるアスベスト建
材の使用を禁止した。この決定には，ジョンズ・
マンビル社の屋根材グループへの１０００万ドルを求
める８つの訴訟が影響したという（Building 
Design １９７７）。

１２） 元工場監督官であるEddy Tarn氏へのインタビ
ュー調査（２０１３年１０月１５日実施）による。

１３） イギリスのアスベスト除去請負業者協会
（ARCA）でのインタビュー調査（２０１３年１０月１８日
実施）による。

１４） ガイドラインの成立過程，内容，意義などの詳
細については，杉本（２００８： １１４-１２１）を参照され
たい。

１５） F値＝全粒子濃度×アスベスト繊維濃度（cm3）
÷１００で，１０ F値≒０.２５mg／m3≒４.１７本／cm3に
相当する。

１６） ガイドライン（Richtlinie）とは，「特定の具体
的なケースや状況，仕事などにおける人の行動に
関して上級機関（官庁）から出される命令」

（Deutsches Universalwörterbuch DUDEN）のこ
とである。

１７） 戦後の１９６３年改正ライヒ保険法においては，
「ガイドライン」は準則としての位置づけである
が，「近年では，災害予防規則自体が一般条項的
に設定される傾向が強まっており，その結果これ
ら補完準則（引用者注：ガイドライン）のもつ意
義が相対的に高まってきている。（中略）当事者
がこの準則を知り，あるいは知るべきであった場
合，これを遵守しないことは民刑事手続上過失と
評価されることがある。また，十分な災害保護の
実施のために準則の遵守が必要とみなされるよう
なケースにおいては，事業主がこれを拒んだ場合，
災害保険組合からそれを遵守するよう個別的指図
がなされ，（中略）この指図は秩序罰の裏付けを
伴う」（三柴 ２０００： ２３０-２３１）ことから，準則とし
ての「ガイドライン」も強制力を有するものであ
り，日本のガイドライン（指針）とは全く異なる
ものといえる。

１８） ドイツの労災保険制度では被保険者の対象とし
て産業部門・公共部門の労働者だけでなく，自営
業者や児童・生徒・学生，ボランティアなども含
まれる。

１９） Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften（２００７： ６０-７２）。１９８０年
代以降のアスベストの使用禁止政策の展開とその
特質については，杉本（２０１２： ３７-４０）を参照され
たい。

２０） ノルトライン・ヴェストファーレン州の建設労
災保険組合の元技術監督官（１９７３～２００８年）であ
るJohannes Schneider氏へのインタビュー調査
（２０１３年９月１１日実施）による。

２１） ドイツの労働安全衛生対策の仕組みと一般的特
質については杉本（２０１２： ２８-２９）を参照されたい。

２２） ノルトライン・ヴェストファーレン州の建設労
災保険組合の元技術監督官（１９７３～２００８年）であ
るJohannes Schneider氏へのインタビュー調査
（２０１３年９月１１日実施）による。

２３） 同上。
２４） １９８０年代のアスベストセメント製品の代替化の

展開の詳細については，杉本（２０１２： ３４-４３）を参
照されたい。
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Abstract : The purpose of this paper is to analyze the development of construction-asbestos dust 
suppression and substitution in the UK and Germany. This paper deals with research on legal regulations, 

recognition of health hazards, dust control methods and factors in substitution for construction-asbestos. 

Methods used to control asbestos dust in construction sites in the late 1960s-70s were use of precut 

asbestos cement products, portable local exhaust ventilation, segregated working areas, use of dust 

collectors on power tools, damping building materials, wearing of respiratory protectives and so forth. In the 

UK asbestos cement products manufacturers made a change from control use to voluntary substitution 

because of the difficulty complying with the regulations, in Germany federal government made a change in 

policy to asbestos ban because of the risk of environmental exposure on building sites. The development of 

asbestos bans and substitution in the UK and Germany are necessary consequences of the tightening of 

effective regulations for asbestos dust concentration in construction processes.

Keywords : environmental regulation, portable local exhaust ventilation, power tool with dust collector, 
Asbestosis Research Council, Accident-Prevention Regulation
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